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第 159 問 使用者責任 

 

 

 ●請求、根拠 

 

 ●要件、主張、根拠 

 

 ●要件、事実、結論 

 

 

 ●要件、事実、結論 

 

 ●要件、事実、結論 

 ●要件、事実、結論 

 

 ●結論 

 

 ●要件、事実、結論 

 

 ●要件、問題提起 

 

 

 ●解釈 

 

 

 

 

 

 

 ●事実、評価 

 

 ●事実、評価 

 

 ●事実、評価 
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第１ ７１５条１項 

１ Ｃは、Ａ会社に対し、民法７１５条１項本文に基づく損害賠償請求権

を根拠に、損害賠償を請求することができるか。 

２ 「被用者が」「第三者に加えた損害」について、Ｂは、Ｃに対し、不

法行為責任（７０９条）を負うか。 

  「権利又は法律上保護される利益を侵害」について、Ｂが甲不動産を

Ｃに売り付けて代金を自ら利得しようと考え、本件契約を締結したこと

は、当該要件に当たる。 

  「損害」について、ＣがＢにだまし取られた代金は、当該要件に当た

る。 

  「よって」について、否定する事実はないから、当該要件に当たる。 

  「故意」について、Ｂは甲不動産をＣに売り付けて代金を自ら利得し

ようと考えていたから、当該要件に当たる。 

  したがって、Ｂは、Ｃに対し、不法行為責任を負うから、「被用者

が」「第三者に加えた損害」に当たる。 

３ 「他人を使用」について、ＢはＡ会社の被用者であるから、Ａ会社は

当該要件に当たる。 

４ 「事業の執行について」について、Ｂは、取得した担保物件の売却処

分を含む業務に従事していたが、最終的な決定権限は有していなかった

ため、当該要件に当たるか。 

  取引の場面では、取引の外観を信頼した被害者を保護すべきである。

したがって、「事業の執行について」とは、行為の外形から観察して、

使用者の職務の範囲内の行為に属するものとみられる場合を含むと解す

る。しかし、当該場合であっても、行為が被用者の職務権限内において

適法に行われたものではなく、相手方がそのことを知りながら、又は重

過失により知らなかったとき、「事業の執行について」に当たらないと

解する。 

  本件では、本件契約は、その外形から観察して金融業を営むＡ会社の

職務の範囲内の行為に属するものとみられる場合に当たる。 

  また、Ｃは、ＢがＡの支配人であるというＤの言葉を信じていたか

ら、本件契約がＢの職権限内において適法に行われたものではないこと

を知らなかったといえる。さらに、Ｂの代理権について特に調査してい
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 ●結論 

 ●要件、事実、結論 

 

 ●請求の結論 

 

 ●請求、根拠 

 

 

 ●要件、事実、結論 

 

 ●主張、根拠 

 

 ●要件、事実、結論 

 ●要件、事実、結論 

 

 ●主張の結論 

 

 ●主張、根拠 

 

 ●要件、事実、結論 

 

 ●要件、事実、結論 

 

 

 ●要件、事実、結論 

 

 ●要件、解釈 

 ●事実、評価 

 

 ●結論 
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なかったものの、それだけで重過失により知らなかったとまではいえな

い。 

  したがって、本件契約は、「事業の執行について」に当たる。 

５ 免責事由がないこと（７１５条１項但書）について、否定する事実は

ないから、当該要件に当たる。 

６ よって、Ｃは、Ａ会社に対し、損害賠償を請求することができる。 

第２ その他の根拠 

１ Ｃは、Ａ会社に対し、売買契約に基づく目的物引渡請求権（５５５

条）を根拠に、甲不動産の引渡請求をすることが考えられる。当該請求

をすることができるか。 

２ 売買契約の締結について、ＢとＣとの間の本件契約の締結は、当該要

件に当たる。 

３ では、本件契約の効果は、有権代理（９９条１項）を根拠に、Ａ会社

に帰属するか。 

  「意思表示」について、本件契約は、当該要件に当たる。 

  「代理人」について、Ｂは、最終的な決定権限は有していなかったか

ら、当該要件に当たらない。 

  したがって、本件契約の効果は、有権代理を根拠に、Ａ会社に帰属し

ない。 

４ そこで、本件契約の効果は、表見代理（１１０条）を根拠に、Ａ会社

に帰属するか。 

  「代理人がその権限外の行為」について、上記の通り、当該要件に当

たる。 

  「本人のためにすることを示し」（９９条１項）について、代金受領

証には受領者として「Ａ会社Ｂ」と記載されていることから、当該要件

に当たる。 

  「信」じたことについて、ＣはＢに代理権があると誤信しているか

ら、当該要件に当たる。 

  「正当な理由」について、「正当な理由がある」とは、代理権を有す

ると信じたことに過失がないことをいう。本件では、Ｃは、Ｂの代理権

について特に調査していなかったのであるから、過失があるといえる。

したがって、「正当な理由」に当たらない。 
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 ●主張の結論 

 

 ●請求の結論 
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  よって、本件契約の効果は、表見代理を根拠に、Ａ会社に帰属しな

い。 

５ 以上より、Ｃは、Ａ会社に対し甲不動産の引渡請求をすることができ

ない。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


